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はじめに 
 

１．社会状況の変化と都市公園 
 

2008 年の約 1 億 2,800 万人をピークに我が国は人口減少社会に突入し、大都市へ

の集中による地方都市からの若年層の流出等により地域的な人口の偏在も加速して

いる。高齢化率は、2013 年に 25％を超え、今後も更に進行すると見込まれている。 

また、道路、都市公園、下水道等をはじめとした社会資本の整備が進む一方、我が

国の財政状況は 1990 年以降急速に悪化し、厳しい財政制約の中での社会資本の効率

的な整備、老朽化した施設の適切なメンテナンスが課題となっている。 

このような課題に対応するため、都市計画に関する今後の基本的考え方等として

「都市計画制度小委員会中間とりまとめ－都市計画に関する諸制度の今後の展開に

ついて」（平成 24 年９月）が取りまとめられるとともに、平成 26 年２月には、社会

資本整備審議会へ「新たな時代の都市マネジメントはいかにあるべきか」が諮問され、

これからの都市政策の方向性について検討が行われてきた。 

 

【都市計画に関する諸制度の今後の展開について】 

都市計画をとり

まく社会状況 
求められる都市の機能 基本的な考え方 

人口減少・ 

超高齢化 

・子育て施設や店舗等が利用しやすく、子育てしやすい

まち 

・高齢者や女性が就業や社会参画しやすいまち 

集約型都市構造化

財政制約・経済

の低迷 

・徒歩、自転車等で元気に生活できるまち 

・公共投資、行政サービスが効率的に行われるまち 

都市と緑・農の 

共生 

地球環境問題と

エネルギー制約 

・地域の自然・風土、歴史文化を継承し、緑豊かなまち

・自立的に発展・成熟するまち 
民間活動の重視 

 

都市全体が様々な課題に直面する一方で、都市の貴重な環境基盤である緑とオープ

ンスペースも同様に様々な課題に直面している。緑とオープンスペースの確保が一定

程度進捗する一方で、地方公共団体の職員数や維持管理費は減少しており、公園施設

の老朽化に起因する事故も発生している。時代の変化や多様化するニーズに対して十

分そのポテンシャルを活かしきれていないとの指摘もある。 

そのため、国土交通省では、平成 26 年 11 月に「新たな時代の都市マネジメントに

対応した都市公園等のあり方検討会」（座長：進士五十八 福井県立大学学長）を設置

し、人口減少・少子高齢化社会における緑とオープンスペースの再編や利活用のあり

方、まちの活力と個性を支える都市公園の運営のあり方等についての検討が行われ、

平成 28 年５月に 終とりまとめが行われた。 

この様な背景を受け、「神戸市の新たな時代の都市公園のあり方」を検討する基礎

資料とするため、本調査を実施したものである。 
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２．都市公園と「身近な公園」 
 

都市公園は、人々のレクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の

改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空

間である。 

我が国において、一般に「公園」と呼ばれているものは都市公園に代表される営造

物公園と、国立公園等自然公園に代表される地域制公園とに大別される。 

都市公園の種類は、次表のとおりである。本調査では、これらの都市公園のうち、

市民の生活に も身近な公園である「住区基幹公園」を「身近な公園」と呼ぶものと

する。 

 

【都市公園の種類】 

種類 種別 内容   

住区

基幹

公園 

街区 

公園 

もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘

致距離 250m の範囲内で１箇所当たり面積 0.25ha を標準として配置する。 
身

近

な

公

園

近隣 

公園 

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近

隣住区当たり１箇所を誘致距離500mの範囲内で１箇所当たり面積２haを

標準として配置する。 

地区 

公園 

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園

で誘致距離１km の範囲内で１箇所当たり面積４ha を標準として配置す

る。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園（カントリ－パ－

ク）は、面積４ha 以上を標準とする。 

都市

基幹

公園 

総合 

公園 

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供する

ことを目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当たり面積 10～50ha を標

準として配置する。 

運動 

公園 

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都

市規模に応じ１箇所当たり面積 15～75ha を標準として配置する。 

大規

模公

園 

広域 

公園 

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充

足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごと

に１箇所当たり面積 50ha 以上を標準として配置する。 

レク

リエ

ーシ

ョン

都市 

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レ

クリエ－ション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づ

き、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレク

リエ－ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市

圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模 1000ha を標準として配置す

る。 

国営公園 

主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供すること

を目的として国が設置する大規模な公園にあっては、１箇所当たり面積お

おむね 300ha 以上を標準として配置する。国家的な記念事業等として設置

するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置

する。 

緩

衝

緑

地

等 

特殊 

公園 

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則

し配置する。 

緩衝 

緑地 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナ－ト

地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地

域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公
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 害、災害の状況に応じ配置する。 

都市 

緑地 

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図る

ために設けられている緑地であり、１箇所あたり面積 0.1ha 以上を標準と

して配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あ

るいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るた

めに緑地を設ける場合にあってはその規模を 0.05ha 以上とする。(都市計

画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) 

緑道 

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を

図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設け

られる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員 10～20

ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ－、駅前広場等を相互

に結ぶよう配置する。 
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第１章 身近な公園の国の整備方針 
※本章第１～３項は、「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等の

あり方検討会」 終とりまとめ/平成 28 年５月をまとめたものである。 

 

１．我が国の緑とオープンスペースが抱える課題 
 

（１）施設の老朽化、財政制約の深刻化に対応した計画的かつ適切な維持管理 

我が国では、高度経済成長期以降、集中的に整備された社会資本の老朽化が進み、

維持管理・更新の「山」が到来する時代を迎えている。 

都市公園についても例外ではなく、供用中の都市公園のうち、設置から 30 年以

上経過したものが平成 25 年度末現在で約４割、20 年後には約７割に達する見込み

である。 

また、国や地方公共団体の財政制約の深刻化に伴い、都市公園にかかる整備費、

維持管理費も減少しており、１ha 当たりの維持管理費はピーク時（平成７年度）の

約３分の２にまで減少している。 

都市公園の整備が進む一方、限られた予算の中で、利用者の安全確保のための施

設点検・修繕や景観的にも美しい植栽管理など都市公園として維持すべき管理の水

準を確保しつつ、老朽化施設のメンテナンス等のための計画的かつ適切な維持管理

を推進していくことが必要とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ポテンシャルを発揮するための柔軟なマネジメント手法の確立 

都市公園は、本来多様な機能を有しており、個々の都市公園や都市の特性に応じ

た柔軟かつ自律的なマネジメントにより、その多機能性を発揮している都市公園が

ある一方、一律的な維持管理や硬直的な運用によって「公園は規制が多い」という

マイナスイメージが先行し、そのポテンシャルが十分活かし切れていない都市公園

も散見される。 
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都市が時代の変化等に伴う様々な課題に直面し、その対応を迫られている中、都

市公園の敷地内の維持管理に終始するのではなく、まちのため、市民のために都市

公園のポテンシャルを発揮するためのマネジメント手法の確立が課題となってい

る。 

 

（３）多様なニーズに対応してきめ細かな管理運営を行うための仕組みや体制の確保 

多くの地方公共団体においては、財政制約の深刻化や行政改革等により職員の数

が減少している。管理する緑とオープンスペースの数、面積が増加しているにも関

わらず専門職の不在が目立っており、十分な管理運営の体制を整えることが強く求

められている。 

また、指定管理者など行政職員以外の者による公園管理の導入が進むことで、公

園管理のノウハウが行政組織の中で十分蓄積されないという課題もあり、限られた

人員の中で都市公園の特性等を活かしたきめ細かな管理運営を行うため、管理運営

に関する知識、技術、情報の共有を可能とする仕組みや体制をいかに整えるか、そ

の検討が急務となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）広場空間との弾力的な連携 

都市には、都市公園のように公物管理法に基づいて管理されている緑とオープン

スペースのほかに、地方公共団体や民間事業者等が独自に整備、管理している広場

など、公物管理法の適用を受けない緑とオープンスペースも多く存在する。これら

の広場空間は、所有者、管理者等の自主的な管理に委ねられており、必ずしも永続

性が担保されている施設ではないが、特に土地の高度利用が進み、 緑とオープン

スペースの確保が困難な市街地において高質な都市環境を形成するためには、これ

らの施設との弾力的な連携が必要である。 
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２．新たな時代の都市をつくる緑とオープンスペースの基本的考え方 
 

（１）今後の緑とオープンスペース政策はいかにあるべきか 

緑とオープンスペース政策はこれまで、人口に比して絶対量が不足していた都市

公園を都市に系統的に整備するとともに、都市化に伴う高い開発圧力から良好な緑

地を守るという時代要請に応じた各種施策を講じ、次のような成果を上げてきた。 

 

[都市公園のこれまでの成果] 

① 都市公園は、都市住民の多様なレクリエーション、憩いの場として利用される

とともに、人工的な都市空間に四季の変化を感じることができる自然的な空間を

加えることで、うるおいのある生活環境の形成、地域に固有の美しい風景・景観

の形成に寄与してきた。 

② 子供が都市の中で安全に遊び、 自然とのふれあいの中で学ぶことで健全な発

達を促す場として先駆的な存在であるとともに、歴史・文化・自然的資産を活用

した空間、様々なイベントが開催される空間として地域のにぎわいや観光振興等

に寄与してきた。 

③ 都市の中で守られ、あるいは創出されてきた緑は、多様な生物を育む森となり、

同時に地球温暖化対策などの地球規模の環境問題、ヒートアイランド現象の緩和

など都市レベルの環境問題の改善に効果を発揮している。 

④ 都市内に系統的に配置された緑とオープンスペースは、阪神・淡路大震災や東

日本大震災などの災害発生時には、火災の延焼の防止や津波被害の軽減、住民の

避難地・避難路、自衛隊等が活動する防災拠点等として機能している。また、東

日本大震災からの復興においても、防潮堤などのハード対策だけでなく、郷土の

豊かな自然や文化を保ちつつ、コスト等を勘案した対策として生態系を基盤とし

た防災・減災対策が注目されている。 

 

このように緑とオープンスペースが発揮している多機能性は、近年グリーンイン

フラ（「土地利用において自然環境の有する防災や水質浄化等の機能を人工的なイ

ンフラの代替手段や補足の手段として有効に活用し、自然環境、経済、社会にとっ

て有益な対策を社会資本整備の一環として進めようという考え方」（平成 27 年版環

境・循環型社会・生物多様性白書））として様々な社会資本整備等の観点からも注

目が高まっており、「集約型都市構造化」と「都市と緑・農の共生」が実現された

都市、「水や緑あふれ、歴史・文化が薫る美しいまち」などこれからの目指す都市

像の実現に向けた社会資本としてその重要性が一層高まっている。 

 

（２）緑とオープンスペース政策は新たなステージへ 

我が国はこれから、異次元の高齢化、人口減少社会の到来というこれまで経験し

たことのない新たな時代に突入する。人口が増加することを前提に、開発を適切に
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コントロールするために様々な施策を講じてきた都市政策は、人口が減少し、遊休

地や空地がこれまで以上に発生することに対応する政策への転換を余儀なくされ

ている。 

都市政策全体が転換点を迎えている中、緑とオープンスペース政策は、このよう

な社会状況の変化を好機と捉え、より一層住みやすく、持続可能な都市への再構築

を全国各地で進めるため、新たなステージへ移行していくべきである。 

これまでのステージでは、経済の成長や人口の増加を背景に、欧米の都市に比し

て絶対的に不足している都市公園の量的な確保を急ぐこと、強い開発圧力から良好

な緑地を保全することが重視されてきた。 

これに対して、社会が成熟化し、市民の価値観も多様化する中、社会資本も一定

程度整備されたステージでは、緑とオープンスペース政策は、都市公園の確保や緑

地の保全といった視野のみに留まらず、緑とオープンスペースの多機能性を、都市

のため、地域のため、市民のために引き出すことまでが役割であると再認識し、そ

の視野を広げて各種施策に取り組むことが必要である。 

それによって、緑とオープンスペースが、例えば以下のような都市の課題解決、

目指す都市像の実現に寄与し、都市の明るい未来を切り開くための社会資本として

その真価を発揮することができる。 

 

[これからの都市公園の役割] 

① 緑とオープンスペースの再構築により、緑豊かでゆとりある都市生活を実現 

都市の再構築に際して、全体的な緑とオープンスペースの配置、充足状況や今

後の整備方針等に基づき、居住を誘導する地域では、人々の憩いの場、にぎわい

の拠点となる都市公園の計画的な整備や再編を行うともに、人口密度が低下して

いく地域では空地等を活用して緑地と農地が調和した田園居住環境を形成する

ことで、緑豊かでゆとりある都市生活を実現できる。 

② 都市のブランドとなる緑とオープンスペースが、美しく風格ある都市を実現 

民間事業者との連携による都市の顔となる公園の整備・管理運営、都市のブラ

ンドを形成する緑を基調とした美しい景観の形成による周辺地域の不動産価値

の向上とその価値上昇分の緑とオープンスペースへの還元等の好循環の形成に

より、国際競争力の高い、美しく風格ある都市を持続的に形成できる。 

③ 地域の資源を活かした豊かな緑とオープンスペースが、個性と活力ある都市づ

くりを実現 

美しい風景と一体となった施設整備による地域資源の活用や、保育士が常駐す

る都市公園など地域の課題に弾力的に対応した都市公園の整備・管理運営を推進

することで、地域の資源を活かした個性豊かな緑とオープンスペースが、それぞ

れの都市の活力の源として全国の地方創生をけん引し、個性と活力ある都市づく

りを実現できる。 

④ 地域住民が主体的に運営する緑とオープンスペースが、やすらぎを実感できる



9 

暮らしを実現  

人と人とを結びつけるコミュニティの拠点としてのポテンシャルを一層引き

出すため、地域住民の交流を促進する施設の住民自らによる都市公園への設置・

運営や、若い世代が主体となった緑とオープンスペースの保全・管理運営の推進

などにより、地域コミュニティの絆を深め、心の豊かさを実感できる暮らしの実

現に寄与できる。 

 

（３）新たなステージで重視すべき観点 

社会の成熟化、市民の価値観の多様化、社会資本の一定程度の整備等の社会状況

の変化を背景として、緑とオープンスペース政策は、緑とオープンスペースのポテ

ンシャルを、都市のため、地域のため、市民のために 大限引き出すことを重視す

るステージ（新たなステージ）へ移行すべきである。 

新たなステージへの移行に向けて、今後の緑とオープンスペース政策は、以下の

３つの観点を重視することが必要である。 

 

[重視すべき観点] 

① ストック効果をより高める 

・「ストック効果」を高めるという観点をより重視し、社会状況の変化等に柔軟

に対応することが必要 

・ストック効果をより高めるための取組は、地域の実情に応じて推進することが

必要 

・都市公園のマネジメントを推進するにあたっては、従来の都市公園の維持管理

の延長ではなく、総合的なまちづくりの一環として取り組むことが重要 

・都市全体の戦略に基づき、総合的かつ戦略的に緑とオープンスペースの確保、

活用を推進することが必要 

② 民との連携を加速する 

・「民」の実力・知見を 大限発揮し、幅広い関係者の総力を結集して、都市空

間の整備、管理運営等を行うことで、効率的・効果的に都市機能を高めていく

営みである「都市マネジメント」を実践していくことが必要 

・質の高い広場空間の創出を促すための手法の充実や、都市公園の管理運営、活

用のパートナーを地域住民組織、まちづくり団体などの民の主体に積極的に求

めていくことが必要 

③ 都市公園を一層柔軟に使いこなす 

・民間活力の導入ポテンシャルが高い都市公園は、様々な施設の導入やイベント

の誘致等を積極的に行ってその収益等を整備や管理運営に還元することが必

要 

・地域住民のコミュニティ形成拠点としてのポテンシャルが高い都市公園は、市

民による主体的な整備・管理運営に委ねることが必要 
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・多様な動植物の生息・生育場所としてのポテンシャルが高い都市公園は、自然

環境を保全するための適切な利用制限、管理を行うことが必要 

 

３．今後の緑とオープンスペース政策 
 

今後の緑とオープンスペース政策は、以下の３つの戦略を重点的に推進することが

必要である。 

 

[今後の緑とオープンスペース政策] 

① 緑とオープンスペースによる都市のリノベーションの推進 

集約型都市構造化に向けた都市の再構築の中で、 民有緑地や農地等を含めた

総合的な視点から緑とオープンスペースの確保、活用を戦略的に推進  等 

② より柔軟に都市公園を使いこなすためのプランニングとマネジメントの強化 

地域の特性やニーズに応じた都市公園のポテンシャル発揮のための計画、地域

の特性に応じた施設の設置促進、多様な主体との連携によるマネジメントの強化  

等 

③ 民との効果的な連携のための仕組みの充実 

様々なステークホルダー（利害関係者）との連携による施策推進に向けた体制

の構築、人材の育成、活用  等  

 

（１）緑とオープンスペースによる都市のリノベーションの推進 

ア．緑の基本計画等による戦略的な都市再構築の推進 

それぞれの都市の特性等に応じて、以下の観点を緑の基本計画等で明確化する

ことで、都市全体の動きと連携した戦略的な都市のリノベーションを推進するこ

とが必要である。 

・緑とオープンスペースの観点からの集約型都市構造化の方針の明確化 

・民の広場空間等との連携の強化 

・緑とオープンスペースのマネジメントの方針や目標の明確化 

イ．民の広場空間等との連携強化による緑の多価値化 

都市公園と広場空間の一体的な整備、管理を推進する仕組みの充実や、良質な

広場空間が創出する公共的な価値の適正な評価などにより、民の広場空間等との

連携をより一層強化し、都市の緑の多価値化を推進することが必要である。 

ウ．都市公園の配置と機能の再編等による都市の活性化 

人口やニーズの変化等に伴う都市公園ストックの統廃合による配置と機能の

再編を、当該地域の特性等に応じ、地域の合意に基づきながら行うことで都市公

園を活性化させ、都市の機能向上、活性化を戦略的に推進することが必要である。 

都市公園の再編にあたっての主な留意事項は、以下の通りである。 

・それぞれの都市の状況に応じた対応が必要であること 
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・再編によって都市機能が向上するか、都市が活性化するかという観点を重視す

ること 

・立地適正化計画、公共施設等総合管理計画等に基づき、地域のニーズを踏まえ

て計画的に行うこと 

・条例等に定める量的整備水準の目標、配置の目標などを総合的に判断すること 

・都市の将来像や再編の方針、目標の見直し等を緑の基本計画に反映させること 

 

（２）より柔軟に都市公園を使いこなすためのプランニングとマネジメントの強化 

公園管理者は、都市公園が様々な市民の生活・活動を支援する空間であるという

その原点に立ち返り、都市が直面している様々な課題の解決に都市公園のポテンシ

ャルを発揮するため、 地域に応じて柔軟に都市公園を使いこなすための以下の施

策の展開が必要である。 

ア．都市経営の視点からの都市公園マネジメントの推進 

地方公共団体の実情に応じて以下のような計画の策定を促進することで、都市

公園の維持管理から、都市全体の経営の視点からの都市公園のマネジメントへと

意識を変えていくことが必要である。 

・都市域全体の都市公園のマネジメント計画 

・個別公園毎のマネジメント計画 

イ．地域の特性やニーズに応じた都市公園の整備の推進 

都市公園の、基本的に建築物によって建ぺいされない緑豊かな公共空間として

の根幹は維持しつつ、都市公園毎のポテンシャルに応じた多機能性の発揮をより

一層促進するため、特に以下の観点から、都市公園に設置できる施設の考え方を

再整理するなど、地域の特性やニーズに応じた都市公園の整備、管理運営を促進

することが必要である。 

・保育所の都市公園内への設置など、子育て支援、福祉、農業といった多様な分

野とのハード面、ソフト面の連携の強化 

・都市公園を中核とした地域のコミュニティの再構築等による周辺地域の環境改

善や不動産価値の向上と、価値上昇分の都市公園への還元の好循環の形成 

・民間事業者等による公園の魅力向上に寄与する施設の設置の促進 

・都市公園内の施設等の収益向上を図り、管理の質の向上に収益を充当 

ウ．都市公園の特性に応じた多様な主体による公園運営の推進 

清掃、除草や花壇管理など従来の市民参画による維持管理から更に一歩進め、

都市公園の管理運営等を適切に実施できる団体（市民主体の団体、民間事業者、

エリアマネジメント団体等）を公園管理の担い手として位置づけ、これらの団体

がより自律的に活動できる制度の構築、自主的に活動したいと思うインセンティ

ブの充実等を行うことで、都市公園の特性に応じ、市民や民間事業者など多様な

主体による公園運営をより一層促進することが必要である。 
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（３）民との効果的な連携のための仕組みの充実 

国、県、市、市民、民間事業者等の緑とオープンスペースに係る各主体の能力、

スキルを向上させるとともに、効果的な連携によって、都市の再構築に向けた緑の

まちづくり戦略の総合的かつ計画的な展開、地域に応じた都市公園の活性化に、よ

り一層その力を発揮できる仕組みを構築するため、以下のような取組が必要である。 

ア．緑とオープンスペースの利活用を活性化するための体制の構築 

緑とオープンスペースのポテンシャルを地域の特性に応じて発揮するために

は、緑とオープンスペースの活用の方向性、地域のニーズに応じた都市公園の利

活用ルール等を、利用者や周辺施設管理者、学識経験者など様々なステークホル

ダーと合意しながら決めていく仕組みが必要である。 

このため、一部の苦情や要望への個別対応ではなく、声の届きにくい潜在的な

利用者等の声も含めて様々な声を反映することで、より一層緑とオープンスペー

スの利活用を活性化できるよう、地域の多様なステークホルダー、行政等を構成

員とする協議会のような組織を地域の実情に応じて設置することが必要である。 

イ．新たなステージを支える人材の育成、活用 

まずは公園管理者自らが、指定管理者の視野を超えた広域的な視野での都市公

園のストック効果発揮に向けた企画立案を行うためのスキル、能力の向上を図る

とともに、その上で、福祉や子育て等の観点から関連する職員等とも分野横断的

に連携を推進することが必要である。 

また、限られた人員の中できめ細かな管理運営を行うためには、民間事業者等

における専門人材を活用し、各地方公共団体の状況等に応じて、緑とオープンス

ペース施策の推進、都市公園の柔軟な管理運営等をサポートする新たな仕組みの

充実が必要である。 

さらに、緑とオープンスペースの管理運営の担い手としての市民との連携をよ

り一層推進するための取組の充実が必要である。 

ウ．都市公園等の品質を確保、評価する仕組み 

国は、公園管理者による公園施設の確実なメンテナンスを行うための指針等の

一層の充実や、維持修繕に関する技術的基準の明確化等に取り組むことが必要で

ある。 

また、都市公園が本来どのような空間として保たれるべきか、どのようなサー

ビスを提供すべきかという本質的な考え方や基準を整理するとともに、その基準

を一定程度満たしている都市公園を評価し、その品質を保証するような仕組みの

創設を検討すべきである。 
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４．都市公園法等の見直し 
 

「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」 終とり

まとめ（平成 28 年５月）を受け、都市公園の再生・活性化を促すために、国土交通

省では都市公園法をはじめ、関連する法律（都市緑地法、都市計画法、生産緑地法等）

の改正を平成 29 年 6 月に行った。 

 

（１）都市公園法の主な改正点 

ア．公募設置管理制度（Park-PFI)の創設 

公募設置管理制度とは、都市公園において飲食店、売店等の公園施設（公募対

象公園施設）の設置又は管理を行う民間事業者を、公募により選定する手続きの

ことで、事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条

件に、事業者には都市公園法の特例措置がインセンティブとして適用される。 

イ．ＰＦＩ事業の設置管理許可期間の延伸 

都市公園におけるPFI事業は主にプールや体育館等の大規模施設で活用されて

おり、事業の契約期間が長期に渡るものが多い。PFI 事業により公園施設を整備

する場合の設置管理許可期間（現行： 長 10 年）を PFI 事業の契約期間にあわ

せて延伸（ 長 30 年）することで、事業者の長期的事業運営を確保し、より多

くの民間参入を促進する。 

ウ．保育所等の占用物件への追加（特区の全国措置化） 

国家戦略特区法改正により、特区内の都市では都市公園における占用許可特例

として保育所等の設置が可能となった。待機児童解消の取組強化に向けて、都市

公園における保育所等の設置について、オープンスペース機能を損なわない範囲

で、特区以外の都市においても可能とすることとしたものである。 

エ．公園の活性化に関する協議会の設置 

公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上に必要な協議を行うための協議

会を組織することができる。 

協議内容の例としては、地域の賑わい創出のためのイベント実施に向けた情報

共有・調整、キャッチボールやバーベキューの可否・可とする場合のルール等都

市公園ごとのローカルルール作り、都市公園のマネジメント方針、計画等であり、

各構成員には、協議が整った事項について尊重義務がある。 

オ．都市公園の維持修繕基準の法令化 

都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準

に適合するように行うものとする。 

維持修繕に係る技術的基準の内容は、公園施設全般については、 

・適切な時期に、巡視を行い、清掃・除草等公園の維持のため必要な措置を行う。 

・公園の点検は、適切な時期に、目視その他適切な方法により行う。 

・点検等により異状を把握したときは、必要な措置を講ずる。 
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等とし、特に、遊具については、安全性確保の必要が高いことから、年 1回の点

検を基本とし、点検結果や修繕内容を履歴書として記録し、保存することが義務

づけられた。 
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（２）都市緑地法の主な改正点 

ア．緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度の拡充 

財政面・人員面の制約から、地方公共団体が自ら緑地を買い取り又は借り受け

て管理し、緑地の保全・整備を行うことは限界ある。一方、ＮＰＯや企業ＣＳＲ

による緑地の保全・整備の取組が広がりつつあり、このような民間主体を公的に

位置付け、社会的信用を高めるとともに、地方公共団体との連携を強化すること

で、民間主体による自発的な緑地の保全・整備の推進を図ることとした。 

イ．市民緑地認定制度の創設 

都市部において、良好な都市環境の形成に不可欠な緑地・オープンスペースが

未だ不足している地域が存在しているが、財政面の制約等から、地方公共団体が

用地取得し都市公園を整備することには限界がある一方で、都市内で使い道が失

われた空き地等が増加している状況にある。 

そこで、市民緑地認定制度を創設し、NPO 法人や企業等の民間主体が空き地等

を活用して公園と同等の空間を創出する取組を促進することとした。 

ウ．緑の基本計画の記載事項の追加 

市区町村は、都市公園の整備・緑地の保全・緑化の推進の総合的なマスタープ

ランとして「緑の基本計画」を策定でき、平成 28 年３月 31 日現在、674 市区町

村で策定済（都市計画区域を有する全市区町村の 49％）である。 

公園の老朽化、財政制約等を背景に、ストックの適正管理の重要性が増してい

ること、また、都市緑地の継続的な減少により、都市農地が発揮する緑地機能の

重要性が高まっていることから、緑の基本計画の内容に、公園の「管理」の方針、

都市農地の保全を新たに追加し、都市公園の老朽化対策等の計画的な管理、都市

農地の計画的な保全を推進することとした。 
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第２章 神戸市の身近な公園の現状と整備計画 
 

１．身近な公園の現状 
 

（１）これまでの神戸市の公園整備 

神戸市では、1871 年（明治 3年）に日本初の西洋風公園として整備された東遊園

地をはじめ、湊川公園など第２次世界大戦前までに 20 公園が整備された。 

戦後は、戦災復興土地区画整理事業に伴い、磯上公園などの防災公園や河川緑地

軸の公園整備が進められ、昭和 30 年代には公園数が 100 か所を越えた。 

高度経済成長期には、春日台公園などニュータウン開発に伴った公園整備が進め

られ、昭和 40 年代には 200 か所以上、昭和 50 年代には約 500 か所の公園が整備さ

れている。 

平成 7年の阪神淡路大震災以降は、震災復興事業の中で若松公園など多様な防災

公園が整備された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：神戸市公園緑地審議会（2016 年 6 月 2日）資料 
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【神戸市の公園の整備年次と経過年数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）神戸市の公園の現状 

神戸市の都市公園数及び面積は、平成 24 年度 1,620 箇所 26,346 千㎡から平成 28

年度 1,653 箇所 26,436 千㎡に増加している。身近な公園である住区機関公園につ

いても、平成 24 年度 1,447 箇所 6,601 千㎡から平成 28 年度 1,479 箇所 6,665 千㎡

に増加している。 

住区期間公園の内訳を見ても、「街区公園」「近隣公園」「地区公園」いずれも平

成 24 年度から平成 28 年度に増加している。 

区別では、「街区公園」は、箇所数、面積ともに北区が も多い。「近隣公園」は、

箇所数は北区が も多いが、面積は西区が多い。地区公園については、箇所数は中

央区、面積は西区が も多い。 

 

【都市公園数及び面積の推移】              （単位：1,000 ㎡)  建設局調べ  

年度 

総数 住区基幹公園

都市基幹公園 広域公園,風致

公園,歴史公

園,緑道,緑地,

墓園,その他 

a)１人

当たり

都市公

園面積

（㎡）

総合公園 運動公園 

公園

数 
面積 

公園

数 
面積

公園

数 
面積

公園

数 

面

積

公園

数 
面積 

平成 

24 年度 
1,620 26,346 1,447 6,601 13 4,687 1 559 159 14,499 17.07 

平成 

25 年度 
1,621 26,359 1,448 6,618 13 4,687 1 559 159 14,495 17.10 

平成 

26 年度 
1,635 26,363 1,462 6,623 13 4,687 1 559 159 14,495 17.12 

平成 

27 年度 
1,651 26,372 1,477 6,664 13 4,687 1 559 160 14,462 17.15 

平成 

28 年度 
1,653 26,436 1,479 6,665 13 4,687 1 559 160 14,525 17.21 

a) 各年度 10 月１日現在の人口により算出。平成 24 年度～平成 26 年度については平成 27 年国勢調査結果

に基づき，遡及修正した各年度 10 月１日現在の人口により算出。 

出典：「ＫＯＢＥパークリノベーション」平成 30 年２月、神戸市 
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【住区基幹公園数及び面積の推移】            （単位：1,000 ㎡)  建設局調べ  

年度 

区名 

住区基幹公園 

総数 街区公園 近隣公園 地区公園 

公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 

平成24年度 1,447 6,601 1,292 2,341 130 2,616 25 1,645 

平成25年度 1,448 6,618 1,292 2,342 131 2,631 25 1,645 

平成26年度 1,462 6,623 1,306 2,347 131 2,631 25 1,645 

平成27年度 1,477 6,664 1,321 2,373 131 2,631 25 1,659 

平成28年度 1,479 6,665 1,323 2,374 131 2,632 25 1,659 

 

【区別の住区基幹公園数及び面積（平成 28 年度）】      （単位：1,000 ㎡)  建設局調べ  

年度 

区名 

住区基幹公園 

総数 街区公園 近隣公園 地区公園 

公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 

東灘区 162 535 145 208 15 265 2 63 

灘区 79 318 67 117 10 133 2 69 

中央区 65 496 54 81 6 127 5 288 

兵庫区 69 335 62 99 5 79 2 157 

北区 305 1,358 271 562 30 496 4 300 

長田区 84 245 77 112 6 99 1 34 

須磨区 156 867 138 313 16 391 2 163 

垂水区 257 734 239 347 15 294 3 92 

西区 302 1,777 270 535 28 748 4 494 

出典：「第 94 回神戸市統計書 平成 29 年度版」 

 

（３）神戸市の公園の他都市との比較 

政令指定都市における身近な公園の人口一人当たり面積は。岡山市が も多く

4.3 ㎡で、神戸市は 4.3 ㎡と２位となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「ＫＯＢＥパークリノベーション」 

平成 30 年２月、神戸市 
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２．身近な公園の管理状況 
 

身近な公園の管理は、市内の身近な公園の４分の３にあたる約 1,000 箇所の公園

で、“まちの美緑花ボランティア”７５５団体、“公園清掃ボランティア”１８団体

（平成 30 年 3 月末現在）が活動をしている。 

まちの美緑花ボランティア、公園清掃ボランティアは、次のとおりである。 

 

 まちの美緑花ボランティア 公園清掃ボランティア 

目的 

地域で身近な公園を愛着を持って

お世話することにより、まちの美化と

地域のコミュニティ形成の場として

活用していくボランティア活動。 

地域で身近な公園をよりきれいに

保つ美化活動。まちの美緑花ボランテ

ィアより、簡易な手続きで作業負担の

少ない制度。 

団体 

構成 

自治会、婦人会、老人会、子供会などを母体とする地域団体が基本。それ以

外では、ＮＰＯ、任意のボランティア団体、企業など（その場合は地元の同意

が必要）。おおむね３名以上で結成し、役員として、代表者、会計、会計監事

を選定する。 

活動 

内容 

①照明灯の球切れや遊具の傷みの通

報（随時） 

②清掃（月 1 回以上） 

③樹木への水やり（随時） 

さらに、公園の形態や団体の実情に

応じて、除草または草刈（年 1 回以

上）、低木刈り込み、花壇管理、運動

広場の利用調整などのメニューから

追加作業を選択する。 

①照明灯の球切れや遊具の傷みの通

報（随時） 

②清掃（月 1 回以上） 
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３．神戸市の身近な公園の整備計画 
～「KOBE パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」（平成 30 年 2 月）～ 

 

（１）身近な公園の課題 

ア．公園整備に関する課題 

① 公園不足地への対応 

神戸市の身近な公園の整備量は政令指定都市の中では非常に高い水準にあ

るが、昔からの市街地など地域によっては、公園が十分に整備されているとは

いえない場所がある。 

② 小規模な公園の増加 

民間事業者の住宅地開発によって整備された1,000㎡以下の小規模な公園が

増加している。地域の人々の生活に密接した公園であるが、面積が狭いため、

使いにくかったり、利用が少なかったりする公園がある。 

③ 都市再生への対応 

都心・三宮の再整備構想等の都市再生の動きや、人口減少時代に対応した都

市再生の動きにあわせ、身近な公園についても見直していく必要がある。 

イ．施設や役割に関する課題 

① 画一的な公園機能への対応 

高度経済成長期以降に整備された公園には、当時、子どもの人口が多かった

こともあり、「３種の神器」と呼ばれるブランコや滑り台、砂場などの遊具が

設置された公園が多く、近隣の公園で機能が重複していることがある。 

② 利用者の減少と地域ニーズの変化 

少子高齢化、人口減少を迎える中、利用する人が減っている公園がある。ま

た、地域の人々の年齢構成、ライフスタイルの変化などに伴い、公園に対する

地域の人々のニーズも変化しており、対応が必要となっている。 

③ 防災や防犯への対応 

公園は、安全・安心なまちづくりの重要な施設であるが、犯罪や斜面の崩壊

など負の要素が生じているケースがあり、防犯や防災への配慮を強化すること

が必要になっている。 

④ 公園施設の老朽化 

神戸市の公園は戦前から整備が進み、高度経済成長期に重点的に整備が行わ

れた。公園の過半数が整備から 30 年以上経過し、公園や施設の老朽化が進ん

できている。 

ウ．維持管理に関する課題 

① 維持管理の担い手の高齢化 

美緑花ボランティアをはじめ、市民との協働による公園の維持管理が行われ

ているが、高齢化や世代交代ができないことで、担い手が減ってきている。 

② 公園のにぎわいの不足とコミュニティ力の低下 
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公園は、地域のイベントの場となるなど、まちのにぎわいを創出させること

が期待されているが、公園の利用機会が減少することで、地域のコミュニティ

の活力が低下するなどの課題が生じている。 

③ 維持管理費の増加 

神戸市の厳しい財政状況において、公園量の拡大に伴う維持管理費の増大に

対する予算が十分ではなく、維持管理の質の低下が懸念されている。 

 

（２）公園づくりの考え方の視点 

神戸の未来を創造する身近な公園の再生を実現するために、 神戸の公園のア

イデンティティーを大切にしながら、再生、連携、成長、文化、寛容の 5つの視

点から公園づくりに取り組む。 

 

【公園づくりの考え方の視点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ＫＯＢＥパークリノベーションの施策の展開 

神戸の未来を創造する身近な公園の再生のため、公園づくりの考え方の視点に

基づき、「計画」「配置」「機能」「マネジメント」という４つのカテゴリーで、身

近な公園にかかる施策を展開する。 
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【施策の展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．計画 

神戸市では、これまで戦災復興、ニュータウン開発、震災復興などその時々の

社会の情勢に応じて公園の整備を進めてきた。量的な面から見れば、他の政令指

定都市と比較しても高い水準になっている。 

ただし、少子高齢化、人口減少等、現在の都市が抱える様々な課題に対応する

ために、これまで「緑の創出」という取組みのひとつとして進められてきた都市

公園の整備について、評価できる施策は大切にしながら、変化し続ける社会情勢

に応じた新たな時代の都市公園の計画が必要となっている。 

そこで、新たな時代の都市公園の計画として、以下の計画づくりに取り組む。 

① 神戸らしい強みを活かした公園計画 

・防災機能の整備（都市を災害から守る防災公園の充実） 

・環境機能等の整備（表六甲の主要６河川（住吉川、石屋川、都賀川、生田川、

新湊川、妙法寺川）の公園と河川の一体的な空間の活用・水と緑のネットワ

ーク・災害時の避難路、焼防止帯として役割） 

・今後の神戸のまちづくりを見すえた公園計画（小学校との一体整備・歴史的

建造物との一体整備・市街化調整区域での公園整備等） 

② 緑のストックを活かした柔軟な計画づくり 

・公園の都市計画の見直し（長期未整備公園の都市計画決定の変更） 
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ニーズなどを踏まえた機能の再編・再整備、公園区における公共施設整備、

小学校の統廃合など、関連する事業と連携しながら再編） 

・オールドニュータウンの再編・団地のリノベーション等との連携（まちの再

編に関する事業との連携、空き地・空き家の身近な公園の配置を検討） 

 

【公園の統廃合のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「都市公園のストック向上に向けた手引き」（国土交通省H28年5月） 

 

ウ．機能 

これまでは、公園種別や面積に応じた標準モデルごとに同様の機能を配置して

きたため、同様の機能を持った公園が多数整備され、公園ごとの魅力が欠如して

いる場合や、地域のニーズに合致しないなど、課題を抱える公園が目立ってきて

いる。 

今後は、身近な公園が持つ機能を市民に広く知ってもらうと共に、地域の状況

に応じた機能の見直しや、福祉等の多様なニーズとの連携による公園の機能向上

等により、地域や市民に愛される公園を目指すことが必要である。 

そのほか、公園は朝、昼、夕方などの 1 日の中の時間帯や四季など１年の時間

の中で、利用者層や利用のしかたなどが変化することも特徴である。時間軸を考

慮しながら、公園の機能配置について検討することも重要になる。 

① 公園が持つ多様な機能を発揮させる 

・身近な公園がもつ機能の市民への周知 

・身近な公園の機能の充実（安全で安心して遊ばせることのできる子どもの遊

び場を充実・居心地よく長時間居たくなるような公園施設の高品質化、雨水
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・民間事業者が、公園内でカフェやレストランなど収益事業を実施することに

よる公園利用者へのサービス向上、収益の公園づくりへの還元 

・収益事業以外のネーミングライツ、広告、寄付、ＰＦＩ、エリアマネジメン

ト等の手法を検討 

 

（４）施策の進め方 

ア．新たな指標の導入 

神戸の未来を創造する身近な公園の再生を実現するために、公園の価値や緑の

役割などを客観的に表す新たな指標の導入を検討する。 

＜新たな指標（例）＞ 地域や公園の目標にあった指標 

・公園区単位の整備水準：１人当たり１㎡のシビルミニマム（市民が生活してい

くのに 低限必要な生活基準）の公園面積の確保 

歩いて行ける公園誘致圏 250ｍのカバー率の向上 

・使いこなしの定量的評価：利用者数、利用者満足度、公園愛着度 

・市民協働：美緑花ボランティア等の管理運営団体の参加者数・活動回数 

・周辺施設との連携：学校、図書館等の公共施設との一体的な利用の有無 

イ．モデル事業の推進 

新たな指標を達成するための取組みとして、重要な施策を実現するためのモデ

ル事業を立ち上げ、行政資源の重点配分による効果的な事業推進を図る。 

その中で、特に市民への情報発信の効果が高い事業をリーディングプロジェク

トとして先行的に行い、スピード感のある取組みを行う。 

ウ．市民等との協働と進捗管理 

市民との協働の取組みが不可欠であり、積極的に市民等と情報を共有するとと

もに、利用実態調査等の手法を使って地域のニーズや利用状況を把握しながら、

ＰＤＣＡサイクルに基づく事業の進捗管理を行う。 

エ．新たな事業・制度の活用 

都市公園ストック再編事業など国の新しい施策を有効に活用しながら、身近な

公園のリノベーションを進める。また、兵庫県や他の都市での取組みを踏まえな

がら、神戸市ならではの新たな仕組みを検討する。 

 

（５）施策を力強く推進するモデル事業 

新たな指標を達成するための取組みとして、重要な施策を実現するためのモデル

事業を立ち上げ、特に市民への情報発信の効果が高い事業をリーディングプロジェ

クトとして先行的に行い、スピード感を持って事業の推進を図る。 

モデル事業として、次の事業を計画しています。 

① にぎわいのある公園づくり 

② ストックを活用した公園づくり 

③ 市民が主役の公園づくり  
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出典：「KOBE パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」（平成 30 年 2月）
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出典：「KOBE パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」（平成 30 年 2月）
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出典：「KOBE パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」（平成 30 年 2月）
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出典：「KOBE パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」（平成 30 年 2月）
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出典：「KOBE パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」（平成 30 年 2月）
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第３章 公園整備事例 
 

本章では、各都市における公園の整備事例のうち、公園の機能と管理方法に着目し

て特徴がある公園を抽出した。機能については各公園とも単一の機能ではなく複数の

機能をあわせ持つが、便宜上 も特徴がある分類に振り分けた。 

また、公園情報の発信に関する事例の抽出も行った。 

抽出した公園等は、以下のとおりである。 

 

① 機能に着目して抽出した公園整備事例 

番号 項目 公園名（都市名） 備考 

１－１ 
子供や乳幼児が安全に遊ぶことが

できる公園 
こどもの森緑地（東京都練馬区） 

 

１－２ 
緑や花々など自然が豊かにある散

策や休憩に適した公園 
富丘西公園（北海道札幌市） 

 

１－３ 高齢者の健康づくりができる公園
健都レールサイド公園（大阪府吹田

市） 

 

１－４ ボール遊びが自由にできる公園 芳林公園ほか（東京都千代田区） 
 

 

１－５ 
盆踊りやフリーマーケットなど

様々なイベントを開催できる公園
岡東中央公園（大阪府枚方市） 

 

１－６ 
大型遊具や特徴のある遊具などが

充実した公園 
永楽ゆめの森公園（大阪府熊取町） 

 

１－７ 
地域の歴史や文化が感じられる公

園 
徳川園（愛知県名古屋市） 

 

１－８ 
ドッグランなどペットと楽しむこ

とができる公園 
芝浦中央公園（東京都港区） 

 

１－９ 
児重館、保育所などを設置し、子

供たちや子育て世代が集える公園
千秋が原南公園（新潟県長岡市） 

 

１－10 
コンビ二やカフェなどがあるおし

ゃれなで便利な公園 
南池袋公園（東京都豊島区） 

 

１－11 アウトドアの楽しめる公園 
リバーポートパーク 美濃加茂（美濃

加茂市） 

 

 

② 整備方法や管理運営に着目して抽出した公園整備事例 

番号 項目 公園名（都市名） 備考 

２－１ 市民主体の管理運営を行う公園 大手門公園（長野県小諸市） 
 

 

２－２ Park-PFI により整備される公園 天神中央公園（福岡県福岡市） 
 

 

２－３ 
計画から管理運営まで市民と協働

で行う公園 

キセラ川西せせらぎ公園（兵庫県川西

市） 
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③ 公園の機能再編計画に関する事例 

番号 項目 公園名（都市名） 備考 

３－１ 
公園機能の再編のための指針と再

編整備プランの策定 
各公園（東京都調布市） 

 

 

 

④ 公園情報の発信に関する事例 

番号 項目 公園名（都市名） 備考 

４－１ 
多様な情報ツールの活用としての

アプリの利用 

各公園（神奈川県、名古屋市、豊中市

等） 
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資料出出典：練馬区 HHP 及びプレイイタンク HP 
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資料出典：プレイタンク HP 
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資料出典：プレイタンク HP 
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（２）緑や花々など自然が豊かにある散策や休憩に適した公園 

（１－２） 富丘西公園 北海道札幌市 51,280 ㎡ 

【概要】 

かつて富丘の丘陵地は、スズランの名所として知られ、この公園では、その当時か

らあった群生地を保存している。市内 大規模の群生地(約 3000 ㎡)で、札幌のシン

ボルフラワーとしても大変貴重な存在と言える。 

手稲富丘緑地保全地区を含んだ樹林内には、シラカバ、ミズナラ、クリ等の広葉樹

が植生しており、住宅地に隣接した良好な緑地として都市緑地保全法に基づき永続的

に保存する目的で指定を受けている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：札幌市 HP 

富丘西公園 
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資料出典：国土交通省資料 
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サイド公園

は、「健康・

気づき」「楽

た公園であ

」には、国

の健康遊具や
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公園 

医療」をキ

楽しみ」「学

ある。 

国立循環器病

や 4 つのウ

資料出典：吹

大阪

キーワード

学び」をコ

病研究セン

ウォーキン

吹田市 HP、「健

阪府吹田市 

ドに、多世代

コンセプト

ンター及び市

グコースが

健都レールサイ

25,66

代が集い、

に、北大阪

市立吹田市

が整備され

イド公園パンフ

60 ㎡ 

交流で

阪健康医

市民病院

ている。

フレット」 
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資料出典：「健都レールサイド公園パンフレット」 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：「健都レールサイド公園パンフレット」 
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資料出典：吹田市資料 
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（４）ボール遊びが自由にできる公園 

（１－４） 芳林公園ほか 東京都千代田区 － 

【概要】 

「ボール遊びをしよう（子どもの遊び場事業）」は、園や区の施設で時間・場所を

限定してボール遊びなどが自由にできるようにする事業である。プレーリーダーが遊

びの手伝いや、道具の貸し出しを行う。 

子どもの遊び場の管理および運営は、区から委託を受けた（一社）D&A Networks

が行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：千代田区 HP 
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資料出典：千代田区 HP 
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千代田区子どもの遊び場に関する基本条例 

 

「お父さんやお母さんが子どもの頃は、もっと外で遊んでいたって聞くけれど、今はあんまり

外で遊ばないね。」 

「そうだね。家でテレビを見たり、ゲームをすることが多いなあ。」 

「塾や習い事で時間もないけど、たまには外で思いっきり遊びたいよね。」 

「うん。みんなで集まってキャッチボールとか、サッカーとか、いろんな遊びができる場所が

あったらいいよね。」 

「でも、この前、公園でキャッチボールをやっていたら、近くにいた人に『危ないから止めな

さい』って注意されちゃった。」 

「それは、『ボール遊び禁止』の公園だったからでしょ。」 

「でも、ボール遊びが禁止でない公園なんてあるのかな？」 

「たぶんないと思う。でも、もしあったら楽しいかも。」 

「そうだよ。けがとかしないように、みんなで気をつけて遊ぶよね。」 

「知らない子も仲間に入れてあげてさ。」 

「友だちの弟や妹とか、小さい子がきたら遊び方やルールを教えてあげたいよね。」 

「そういう遊び場が近くにあったらいいね。」 

区内の小学生より

 

子どもが外遊びをするためには、「時間」「空間」「仲間」という３つの「間」が必要と言われて

いる。 

しかし、今の子どもたちは、塾や習い事などで忙しく、また、室内でゲームなどをして過ごす

ことが多いことから、昔に比べて外で遊ぶ時間が少なくなっている。 

一方、都市化の進展により、空き地や原っぱが失われ、公園や広場では他の利用者にも配慮し

て制約が多いこともあり、子どもたちが自由に遊べる空間が少ないという現状がある。 

更には、少子化の進行により兄弟姉妹や近所に住む子どもが減少し、外遊びの仲間づくりが難

しくなってきている。 

かつては、広く社会に「子どもは外で遊んで学び、育つもの」 という認識があり、子どもたち

は、外遊びを通して人間関係や社会規範などを学び、体力や運動能力も自然と身に付けてきた。 い

つの時代の子どもたちにも、外遊びは欠かせないものである。 

千代田区は、区を構成する全ての人々が連携・協力し、将来を担う子どもたちが、外遊びを通

して健やかにたくましく育つことのできる社会を築くため、この条例を制定する。 

 

 

 

 

 

資料出典：千代田区 HP 
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（目的） 

第１条 この条例は、千代田区（以下「区」という。）が実施する子どもの遊び場（以下「遊び場」

という。）に関する施策（以下「施策」という。）等について定め、区並びに区民及び区内事業

者等（以下「区民等」という。）が、子どもの成長過程における外遊びの必要性及び重要性を認

識し、子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境づくりに協力し、もって子どもの体力及

び運動能力の向上並びに健やかな育成を図ることを目的とする。 

 

（施策） 

第２条 区は、次の各号に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。 

(1) 利用可能な区有地を活用して遊び場を確保すること。 

(2) 区立公園、児童遊園、広場等については、利用状況を勘案しながら運用方法を工夫すること

により、子どもが可能な限り自由に遊べるよう配慮すること。 

(3) 遊び場として利用可能な場所を確保するため、 区民等に協力を求めること。 

なお、区民等から当該場所の提供を受けた場合は整備し、管理及び運営を行うこと。 

(4) 遊び場の管理及び運営を行う人材を確保し、育成すること。 

(5) 遊び場に関する意識啓発及び周知を行うこと。 

(6) 区内で自発的に遊び場を整備し、管理及び運営を行い、又は子どもに外遊びを教えている区

民等を支援すること。 

(7) 前各号のほか、必要な措置を講じること。 

 

（区民等の責務） 

第３条 区民等は、子どもが外遊びをすることの必要性及び重要性を理解し、区が実施する施策

に協力するよう努めるものとする。 

 

（保護者の配慮事項） 

第４条 小学生以下の児童及び幼児の保護者は、子どもが外遊びをするよう促すとともに、その

ための時間が持てるよう配慮するものとする。 

 

（推進会議） 

第５条 区は、施策を円滑に推進するため、区及び区民等で構成する推進会議を設置する。 

 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この条例は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 

資料出典：千代田区 HP 
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（５）盆踊りやフリーマーケットなど様々なイベントを開催できる公園 

（１－５） 岡東中央公園 大阪府枚方市 4,916 ㎡ 

【概要】 

岡東中央公園は市役所前にある市営公園。１日９万人以上が利用する枚方市駅から

歩いてすぐという好立地で、屋根付のステージでイベントができる「にぎわい広場」

がある。 

２日間で 10 万人が集まる夏祭り「枚方まつり」をはじめ、春は「緑化フェスティ

バル」、秋は「ひらかた菊フェスティバル」など、一年を通してバラエティに富んだ

イベントが多数開かれる。当公園はネーミングライツ対象公園で、「ニッペパーク岡

東中央」という愛称をもつ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ネーミングライツ料等 

期間：平成 31 年（2019 年）4月 1日から平成 36 年（2024 年）3月 31 日までの 5年間 

金額：総額 1000 万円（年額 200 万円）（消費税別途） 

社会貢献：総額 500 万円（年額 100 万円）相当の公園設備の充実費用 

ネーミングライツパートナー企業の概要 

企業名： 日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社 

資料出典：枚方市 HP、国土交通省資料 
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資料出典：NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 
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資料出典：NPO 法人ひらかた市民活動支援センター 
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資料出典：枚方市 HP 
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27 年 11 月
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がひとつに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ふわふわド

大阪府内に

ので一番人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③大型すべり

大阪府内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④大型複合遊

山の斜面を

 

 

 

 

 

 

 

 

約 50,

んなが楽し

月にオープ

、大型複合

はスケート

資料出典：

（幼児用） 

べり台やトンネ

になった複合遊

ドーム 

にはここにし

人気の遊具 

り台 

大級の滑り台

遊具 
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○平成 27 年 11 月 21 日の開園以降、平成 29 年 3 月末現在での来園者数は 356,000 人を超える。

○「永楽ゆめの森公園」は、社会資本整備総合交付金事業を活用。整備にあたっては、住民代表

等で構成する協議会により整備計画を策定するとともに、名称についても、公募により町内の

小学生が名付け親になっている。 

○スケートボードと音楽をテーマにした「JOYRIDE 2018」「WONDER FOREST」などのイベントも開

催されている。 

 

資料出典：「永楽ゆめ公園パンフレット」 

 

⑤ユニバーサルブランコ 

包み込むようなイスで、安心し

て乗れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥スケートボード広場 

スケートボーダーの意見を参考

に出来上がった、本格的なスケ

ートボード施設。初心者から上

級者まで楽しめる。 
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【概要
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資料出典：徳川
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資料出典：国土交通省資料 
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【公園管理運営方針 基本事項】 

公園管理運営方針（パークマネジメ

ントプラン）は、平成 24 年 6 月に公表

された「公園経営基本方針」及び、平

成 25 年 7 月に公表された「公園経営事

業展開プラン」に基づき、今後 10 年程

度を計画期間として公園の管理運営の

方針等を定めるものである。 

この方針では、徳川園の性格、役割、

立地条件や公園としてのあゆみ、利用

者の動向などを踏まえて、めざす公園

像を設定し、その実現にあたっての取

り組みの方針を定めている。 

管理者、利用者、事業者等は、この

プランで示す各方針に即して、本公園

における管理運営や利活用の促進を、

それぞれの立場で行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：「徳川園管理運営方針」（H26.8 名古屋市） 
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（1）公園経営の目標設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ゾーン別特性 （略） 

（3）維持管理の方針 （略） 

（4）景観形成の方針 （略） 

（5）運営管理の方針 

入園者の意見を広く聴取し、入園者が安心して気持ちよく利用できるようきめ細やかなサービスを提供し、

季節に応じた演出や行事を行う。 

来園者に対してガイドボランティアによる園内ガイ ドのサービスを行っているが、徳川園ガイドボランテ

ィアの人数が少なくなった場合には、適宜、募集を行い、必要な知識を習得するための養成講座を開催する。

徳川美術館や蓬左文庫と連携・連絡をさらに密にし、効果的に広報、宣伝、ＰＲ、催事等を実施し、入園者

の増加をめざす。 （略） 

徳川園の施設は、 近世武家文化に関しては我が国随一の施設であり、 特に海外からの来客も多いことから、

名古屋について好印象を持ってもらえるような案内施設、飲食施設、ショップなどの充実を図る。 

（6）連携・協働の方針 

徳川美術館、蓬左文庫とは「調整会議」の場において、情報交換や課題の解決に向けての意見交換を充実さ

せるなど三位一体となった運営協力に努める。 また、 共通のテーマによる共同展示・共同イベントの開催や、

共同広告の掲出など集客力の向上につながる取り組みを行う。 

市民団体や企業との連携を進め、 地域に根ざした公園を目指した管理運営を行う。 現在、徳川園で活動し

ているボランティア団体のほか、 ＮＰＯ、 市民等との協働事業を実施する。 

ボランティア活動の継続・充実を図り、公園をボランティアメンバーや市民のコミュニティの場（地域のオ

アシス）として活用する。 

■学区との連携 

・イベントの前には学区連絡協議会等に出席するなどして、告知とＰＲへの協力を依頼する。 

・学区単位での定期入園券のまとめ買いの案内を行う。 

■文化のみちイベントへの参加 

・東区内で毎年 11 月 3 日に開催される「歩こう！文化のみち」イベントに参加し、協力するとともに園内に

おいて関連イベントを開催する。 

（7）改修・再整備の方針 （略） 

（8）災害対応の方針 （略） 

資料出典：「徳川園管理運営方針」（H26.8 名古屋市）
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資料出典：「ドッグランマナーブック」（指定管理者：アカネ・ハリマ・イビデングループ） 
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（９）児重館、保育所などを設置し、子供たちや子育て世代が集える公園 

（１－９） 千秋が原南公園 新潟県長岡市 20,476 ㎡ 

【概要】 

長岡市子育ての駅千秋「てくてく」は、みんなが自由に遊べる公園と子育ての駅が

ひとつになった全国初の施設として整備された。 

緑が豊富な 2万平方メートルの公園の中には、雨や雪の日でも、のびのび遊べる屋

根付き広場があり、みんなの遊び場、交流の場として活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業主体：長岡市 

・公園種別：近隣公園 

・事業期間：平成 18 年度～平成 20 年度 

・補助事業：都市公園事業（国庫補助事業） 

・事 業 費：約 6 億 9 千万円（うち、子育ての駅千秋 約 4 億 4 千万円） 
 

 

資料出典：長岡市 HP、国土交通省資料平成 28 年度  
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資料出典：地方分権改革事例データベース（内閣府） 
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資料出典：総務省 HP「市町村の活性化新規施策 100 事例(平成 22 年度地域政策の動向)」 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：総務省 HP「市町村の活性化新規施策 100 事例(平成 22 年度地域政策の動向)」 
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（10）コンビ二やカフェなどがあるおしゃれで便利な公園 

（１－10） 南池袋公園 東京都豊島区 7,812 ㎡ 

【概要】 

区画整理事業により生まれた公園で、平成 28 年 4 月全面開園した。 

公園内では、生産者と消費者の“食を介するつながりの場”を目指したカフェレス

トラン「Racines FARM to PARK（ラシーヌ ファーム トゥー パーク）」が営業し

ている。 

また行政と地域とが協働しながら公園空間の良好な保全と健全な賑わいを創出し、

地域の活性化を図ることを目的に、「南池袋公園をよくする会」が設立された。会員

は商店会・町会・区の代表者、隣接地権者、カフェレストラン運営者、学識経験者、

植栽管理者で構成され、公園利用のルールや公園の更なる魅力向上に繋がる活動を話

し合っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：「公園案内」（豊島区） 
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資料出典：「公園案内」（豊島区） 
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（11）アウトドアの楽しめる公園 

（１－11） 
中之島公園 

（リバーポートパーク 美濃加茂）
岐阜県美濃加茂市 29477 ㎡ 

【概要】 

かわまちづくり事業における拠点の一つに位置づけられている中之島公園では、木

曽川の自然を活かし、人々が水辺に親しむ場として、また、まちを散策する際の拠点

として、多世代・多文化の交流を通じ、地域に人・モノ・賑わいをもたらす役割を担

うとともに、新たな価値観を求めて訪れる人々により地域に回遊性が根付くことが望

まれている。中之島公園は平成 30 年７月までに公園全体を供用開始された。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：美濃加茂市 HP、美濃加茂市観光協会 HP、中之島公園指定管理者募集要項 
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資料出典：広報みのかも No.1018 
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資料出典：「RIVER PORT PARK Minokamo」HP 
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資料出典：「RIVER PORT PARK Minokamo」HP、中之島公園指定管理者募集要項 
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（12）市民主体の管理運営を行う公園 

（２－１） 大手門公園 長野県小諸市 12,000 ㎡ 

【概要】 

大手門公園は、平成 3年 4月に大手門が小諸市に寄贈されたのを機に、歴史的遺産

である「大手門」を活かしながら、都市環境の改善及び都市景観の向上を図る目的で

整備を行った。 

平成 16 年度～平成 19 年度には江戸時代の姿に復元することを目的に「大手門」の

保存修復工事を行い、平成 21 年４月には拡張部の一部である停車場ガーデン、平成

24 年４月には本陣主屋エリア（仮）がオープンした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：小諸市 HP、「大手門公園内・市民ガーデンエリア指定管理者 NPO こもろの杜（もり）」HP 
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資料出典：国土交通省資料 
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NPO による運営で、多くの市民が協力して様々な企画を実現 
（「大手門公園内・市民ガーデンエリア指定管理者 NPO こもろの杜（もり）」HP より原文ママ） 

「小諸市立・大手門公園」内の市民ガーデンエリア（停車場ガーデン、せせらぎの丘、本陣主屋）

は、NPO 法人こもろの杜（もり）が指定管理者として、市から管理運営を受託しています。 

この NPO は、小諸市が市民ガーデンエリアを計画するプロセスで参加した市民有志が立ち上げた組

織で、経営に責任を持つ理事会、現場で働くスタッフ、運営への協力団体の連携体制で、運営を進め

ています。 

  

【市民ガーデンのめざすもの】 

１ 駅前活性化の拠点づくり 

・小諸城址のロケーションを活かし、全国に誇れる美しいガーデンを育てる。 

・公園内にカフェやショップ、ギャラリーを運営し、憩いと交流の場を提供する。 

・まちの玄関口として観光客を呼び込み、城下町への回遊をうながす。 

・多様な人の参加協力でイベントや体験講座などを企画し、まちを活性化する人の輪を育てる。 

２ 花と緑でまちおこし 

・多くの市民が楽しくガーデンづくりに参加してもらい、花と緑にかかわる人の輪を広げる。 

・花と緑に関わる専門家の協力体制をつくり、花と緑による魅力的なまちづくり、風景づくりを進

める。 

 

なお、NPO により継続的に美しいガーデンが維持されていることが評価され、平成 26 年度、緑の環

境デザイン賞第 25 回記念特別企画において「国土交通大臣賞」を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：「大手門公園内・市民ガーデンエリア指定管理者 NPO こもろの杜（もり）」HP 
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大手門公園・市民ガーデンエリア整備 これまでの歩み 
（「大手門公園内・市民ガーデンエリア指定管理者 NPO こもろの杜（もり）」HP より原文ママ） 

衰退が進む駅前のにぎわいづくりに向けた、エリアマネジメントとしての公園づくり。 

市民が夢を語り合うワークショップからはじまり、デザインや園芸の専門家が知恵を出し合い、NPO やボランテ

ィア組織が立ち上がり、市民がつくり楽しむガーデンが誕生。 

整備エリアを広げながら担い手の輪も広げる、「小諸方式」の公園づくりを紹介します。 

H17 年度、市はまちづくり交付金事業として、駅・大手門周辺の公園づくりの計画を発表しました。「駅周辺ま

ちづくり・アイデア会議」として市民を公募、NPO 小諸町並み研究会に運営を委託し 4回でのべ 150 人が参加し、

提案をまとめました。そしてそこで出されたアイデアを元に、市としての駅・大手門周辺まちづくりの施設の構

想をまとめました。 構想の実現に向け、アイデア会議に参加した市民有志が、「提案だけでは絵に描いた餅。ま

ちづくり事業の担い手の組織化が必要」と準備会を立ち上げ、のちに H20 年 8 月に特定非営利団体（NPO 法人）こ

もろの杜を設立しました。  

市は、現場の担い手育成プログラムとして、H18 年度に、市民公募による「食の探検隊」「緑のサポーター講座」

を実施しました。その参加者の中から専門性のある人材を選んでコーディネーターをお願いし、H19、20 年度は発

展的に「こもろの味づくりの会」「花と緑の学校」を開催。H20 年には NPO こもろの杜と合流し、その参加メンバ

ーを中心に、ガーデンのスタッフやボランティアを組織化していきました。 小諸市は、このような市民側の体制

づくりを見定めたところで、「市民ガーデン第１期工区」を NPO 法人こもろの杜に運営委託する方針を固めるに至

りました。（その後、「停車場ガーデン」という通称がつけられました）  

小諸市から委託を受けた建築家は、施設計画・建設についても市民の提案を受けながら構想をまとめ、細部の

計画も NPO とのやりとりでつめていきました。  

ガーデンの花壇とテラスについては、NPO が緑のデザイン賞に応募して施工資金を確保し、造園家、地元ガーデ

ナー、花と緑の学校の講師をつとめた園芸家（初代施設長となる）の 3者が協力して作り上げました。 市民参加

の全体的プロデュースについては、地元出身のまちづくりプランナーがあたりました。  

平成２１年４月に停車場ガーデンがオープンしました。 その後、平成 24 年４月に NPO こもろの杜が設計にか

かわって計画を進めた「せせらぎの丘」がオープン。閉館していた「本陣主屋」の建物の実験的な利用を行ない、

翌年正式に再オープンしました。 平成 26 年４月には、駅ロータリー側に「おいしいガーデン」がオープンしま

した。このように、大手門・市民ガーデンエリアは、市の公園整備計画の中で段階的に整備を進めながら、行政、

市民、専門家の協働を積み重ね、魅力的な施設づくりと運営にあたってきました。 

「市民ガーデン建設プロセスのわかる・小諸市のニュースレター」資料編参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：「大手門公園内・市民ガーデンエリア指定管理者 NPO こもろの杜（もり）」HP 
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（13）Park-PFI により整備される公園 

（２－２） 天神中央公園（西中洲エリア） 福岡県福岡市 8,380 ㎡ 

【概要】 

天神中央公園西中洲エリアは、那珂川の左岸に接しており、対岸側は清流公園、明

治通りを挟んで向かい側は水上公園、薬院新川の向かい側はアクロス福岡など、福岡

都心部の中でも水と緑が豊かな場所に位置している。 

この西中洲エリアを、憩い、賑わいの場となるよう再整備するため、平成 29 年度

都市公園法改正により新たに創設された「公募設置管理制度」（Park-PFI）を導入し、

カフェやレストラン等の飲食店事業者の公募を行った。 
※本事例は、設置予定者の提案等の内容であり、実際に整備されたものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：福岡県 HP、「福岡県営天神中央公園西中洲エリア再整備事業公募設置等指針」（H30.5.31） 

公園の現
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天神中央公園西中洲エリアの再整備計画について 

 
本県では、天神中央公園西中洲エリアについて、福博をつなぐ立地を生かし、女性や観光客、誰もが昼夜を通

して安心して利用できる、憩い、にぎわいの場を形成することとしている。 

そのため、平成 31 年度までに主に次のような再整備を予定している。 

① 樹木の整理により貴賓館や園内の見通しを確保する。 

② 貴賓館の投光器をＬＥＤ化するなど、照明による夜間の演出を行う。 

③ 現在はタイル貼りである園路・広場については貴賓館とも調和する舗装に改める。 

④ 新たな舗装の色調に合わせ、福博であい橋の舗装を改修する。 

⑤ 広場の拡充により、滞留空間およびイベント活用時のスペースの確保を図る。 

⑥ インバウンドの観光客向けに多言語表記のサインを充実させる。 

⑦ 河川区域の一部を公園として使用し、水辺を感じることができる空間を創出する。 

⑧ トイレの改修により、快適な空間を形成する。 

⑨ 昼は那珂川の水面や西大橋・福博であい橋を行き交う人々を眺めながら、夜は水面に映る中洲のネオンや

那珂川水上交通の灯りを眼下に見ながら、飲食を楽しむことができる賑わいのある空間を創出する。 

⑩ 公園や貴賓館を眺めながらゆっくりとくつろぎ、飲食ができる落ち着いた空間を創出する。 

⑪ 公園利用者が快適に過ごせ、滞在できる休養・休息の場を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：福岡県 HP、「福岡県営天神中央公園西中洲エリア再整備事業公募設置等指針」（H30.5.31） 

 Ａ箇所（⑨） Ｂ箇所（⑩） 

公募対象 

公園施設 

•カフェやレストラン等の飲食機能を有した便益施設 

•営業時間は原則 10 時から 22 時までの時間帯 

•使用面積は約 300 平方メートル 

•明治通りからの貴賓館への眺望を確保するため、平屋建

てを基本とし、できるだけ透過性の高いもの 

•屋上部分の利用は可能 

•特定公園施設と調和したデザイン 

•河川区域については、建築物以外のオープンテラス等で

の屋外利用に限り使用可能 

•カフェやレストラン等の飲食機

能を有した便益施設 

•営業時間は原則10時から22時ま

での時間帯 

•使用面積は約 200 ㎡ 

•階層は２階建てまで可能 

特定公園 

施設（⑪） 

•公園利用者が快適にくつろぐための休養施設 

•20 人程度が休養できる空間を確保した平屋建ての建築物 
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設置等予定者の主な提案内容 
   ※提案時における主な提案内容であり、今後の協議により変更になることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜明治通りエントランスから公募対象公園施設Ａ及びＢを望むイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜清流公園から公募対象公園施設Ａ及び特定公園施設（休養施設）を望むイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アクロス側から公募対象公園施設Ａ及びＢを望むイメージ＞ 

資料出典：福岡県 HP 
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＜公募対象公園施設Ａを望むイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公募対象公園施設Ｂ及び特定公園施設（トイレ改修）を望むイメージ＞ 

 

【設置等予定者】 

グループ名  ：福岡県営天神中央公園西中洲エリア再整備共同事業体 

代表構成団体：西日本鉄道株式会社 

構成団体  ：株式会社 yHa architects、株式会社松本組、西鉄ビルマネージメント株式会社、 

株式会社日比谷花壇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：福岡県 HP 

県整備 



（14）計

（２－

【概要

キセ

の快適

れてい

キセ

のプロ

いく場所

開園後
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画から管

－３） キセ

】 

ラ川西では

な環境の形

る。 

ラ川西せせ

グラムやま

所となるよ

は市民によ

管理運営ま

セラ川西せ

は、多機能

形成や地域

せらぎ公園

まちづくり

ように、計画

よる実際の

で市民と協

せせらぎ公園

が連携する

域活力の増進

は、このエ

活動が行わ

画・設計段階

活動が展開

資料出典：「

89 

協働で行う

園 

る次世代型複

進などをめ

エリアマネ

われること

階から市民

開されてい

「キセラ川西せ

公園 

兵庫

複合都市の

めざしたエ

ジメント活

で、地区内

民参画のプ

る。 

せせらぎ公園利

庫県川西市 

の実現に向

リアマネジ

活動の主な舞

内外にその効

ロセスで整

利活用ガイドラ

20,00

けて、地区

ジメントが

舞台であり

効果を波及

整備が進め

ライン」（H30.9

00 ㎡ 

区全体で

が展開さ

り、市民

及させて

られた。

9川西市） 
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資料出典：広報かわにし平成 25 年４月 
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資料出典：広報かわにし平成 25 年４月 
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資料出典：広報かわにし平成 25 年４月 
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資料出典：広報かわにし平成 25 年４月 
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（15）公園の機能再編に関する計画 

３－１ 
公園機能の再編のための指針と再編

整備プランの策定 
東京都調布市 － 

【概要】 

調布市では、平成 27 年 4 月に策定した「調布市公園・緑地機能再編指針」に基づ

き、地域のニーズに対応した魅力的な公園・緑地の整備に向けた取組を進めている。

平成 29 年度、市内検討区域 30 区域のうち、機能再編整備を優先的に実施する区域

として 3区域を抽出し、再編整備プランを作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：「調布市公園・緑地機能再編整備プラン」パンフレット 
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資料出典：「調布市公園・緑地機能再編整備プラン」パンフレット 
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資料出典：「調布市公園・緑地機能再編整備プラン」パンフレット 
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資料出典：「調布市公園・緑地機能再編整備プラン」パンフレット 
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（16）多様な情報ツールの活用としてのアプリの利用 

４－１ 各公園 神奈川県、名古屋市等 － 

【概要】 

公園情報アプリ PARKFUL（株式会社コトラボが提供）は、自治体が保有するオープ

ンデータ（住所や面積、各種公園設備等の公園情報）を利用し、スマホ向け公園情報

アプリ「PARKFUL」を通じて、公園利用者の利便性向上や公園の質の維持向上につな

げるサービス。神奈川県、名古屋市、豊中市等で導入され、公園情報のオープンデー

タ化、公園の魅力発信、市民の声を集めるプラットフォーム等に活用されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アプリの機能 

アプリ PARKFUL の主な機能は次の通りである。 

・PARKFUL おすすめの公園や人気の公園などの閲覧 

 開催中のイベントや弊社からのオススメ情報を掲載している 

・公園マップ検索・キーワード検索 

  地図、キーワードやエリア、規模での公園検索 

・公園に行った記録（写真・コメント）の投稿 

  全国 11 万以上の公園に投稿可能 

・みんなの公園に行った記録を見るタイムライン機能 

  みんなの投稿閲覧 

・新規公園追加リクエスト 

  PARKFUL に掲載が無い公園があった場合は、追加リクエストが可能 

・公園情報修正リクエスト 

  公園情報が間違っていたり、詳しい情報をご存知の場合にリクエストを送ることができる 

資料出典：政府 CIO ポータル内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室資料、㈱コトラボ HP 
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【官民協働により公園情報のオープンデータの利用を促進 ～神奈川県の事例～】 
 

コトラボ社は、神奈川県との協定にもとづき、県内の公園情報のデータ整備に協力。神奈川県

がホームページに公開したオープンデータを同社の公園情報アプリ「ＰＡＲＫＦＵＬ」に掲載し

広く県民に情報提供している。 

 神奈川県にとっては、データ整備の段階からコトラボ社の協力を得ることで、民間ニーズに沿

った形のデータ公開と、アプリという具体的な県民サービスを実現できる。また、コトラボ社に

とっても、自社サービスの品質向上につながるというメリットがある。官民協働により、オープ

ンデータをより市民に使いやすいかたちで提供することにつながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神奈川県が公開したデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：㈱コトラボ HP、政府 CIO ポータル内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室資料、神奈川県 HP 
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【「多様な情報ツールの活用」として PARKFUL を採用 ～名古屋市の事例～】 
 

名古屋市では、より公園の魅力発信に力を入れるため、既存のホームページ等による情報発信

に加え、”多様な情報ツールの活用”を掲げている。その一環として名古屋市と㈱コトラボは「公

園情報の発信と活用に関する協定」を締結し、コトラボは名古屋市より市内約 1,450 公園の情報

提供を受け、公園情報アプリ「PARKFUL」に掲載した。また、コトラボからはアプリの利用状況を

名古屋市へフィードバックすることで、この取り組みの成果を可視化するとともに、公園整備へ

役立つ情報の提供へ繋げるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：㈱コトラボ HP、名古屋市資料 
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【市民の声を集めるプラットフォームに ～豊中市～】 
 

豊中市の 400 公園以上の情報を PARKFUL アプリに掲載し、アプリを通じて情報発信していくと

ともに、コトラボからアプリの利用状況等をフィードバックしていくことで、今後の公園整備に

役立つ情報を提供する。 

また、豊中市では PARKFUL との連携スタートと同時に、PARKFUL を活用した市民からの意見収

集に着手し、公園の活性化を進めるため、事業者へのサウンディング調査や利用者側の意見調査

を実施する。PARKFUL の写真やコメントを投稿できる機能を利用し、公園利用者から公園への要

望を募集している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出典：㈱コトラボ HP、豊中市資料 
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第４章 神戸市の身近な公園整備の実現に向けた検討 
 

１．身近な公園の整備方針 
～ 「今後の公園の利活用のあり方について」（平成 20 年 11 月） から ～ 

 

神戸市では、昭和 46 年のグリーンコウベ作戦よりこれまで都市の緑とオープン

スペースの確保と多様な市民ニーズへの対応の観点から、公園を「つくる（整備）」

とともに「まもる（管理）」ことに重点を置いてきた。 

阪神・淡路大震災を契機に、公園の必要性が再認識されるとともに、公園で活躍

する様々なボランティア団体が、公園の利用活性化に取り組んでいる。一方、行政

は、プレーパークや公園ミーティングなどを通じて様々なボランティアグループに

対し、市民参加の場を提供するなど、「つくる（整備）」とともに｢つかう（利用）｣

という視点を取り入れてきた。 

これからは、「つかう（利用）」ということだけではなく、今ある公園をどのよう

に「使いこなすか（利活用）」ということを考える時代に入ってきている。 

このような背景を踏まえ、既存施設を 大限活用することを前提としながら、地

域まちづくりの中で、公園がどのように活かされているか、公園の存在価値を改め

て捉えなおすという視点をもって検討していく必要がある。 

具体的には、これまでの公園の「使われ方」にとらわれず、地域の財産として、

市民が主体になって、より多くの市民が楽しく公園を「使いこなす（利活用）」こ

とをめざして、どう利活用していくかについて検討をしてく必要がある。 

そのためには、これまでの｢まもる（管理）｣と「使いこなす（利活用）」の両方

をつなぐものとして、『公園マネジメント（協働と参画のもとでの公園の運営）』の

重要性が指摘されている。 

植栽やフェンス、遊具、トイレ等の施設などの物的管理だけにとどまらず、公園

で管理運営に携わっている人々（美緑花ボランティア、自治会、婦人会、老人会、

子ども会、ＮＰＯ、民間事業者、外郭団体、行政など）が多様化してきた中で管理・

運営主体を誰が担うかということ、また、利用促進のための仕組みをどのようにつ

くっていくか、さらに、マネジメントを進める組織そのものをどのようにつくって

いくかという人材育成や啓発等まで包含して検討していく必要がある。 

今後、公園マネジメントを一般的なＰＤＣＡサイクルの中で取り組みながら、公

園に対するニーズの多様性や社会情勢の変化に柔軟に対応していくことで、神戸の

身近な公園がより多くの市民（地域住民）に利活用されるよう整備していくもので

ある。 
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２．地域の協働と参画による身近な公園の整備の推進 
 

「今後の公園の利活用のあり方について」（平成 20 年 11 月）の提言及び、「KOBE

パークリノベーション（神戸の未来を創造する身近な公園の再生計画）」（平成 30

年 2 月）の計画を踏まえ、市内の身近な公園の利活用の再整備について、より具体

的な検討を次に示す。 

【地域ニーズに沿った公園整備及びマネジメントの推進について】 

【整備、利活用について】 

・公園の規模や公園管理の現状、利用実態に配慮しながら、公園の周辺状況

などに合わせて、子どもから高齢者まで様々な人が楽しめるよう地域のな

かでその公園の役割を考えていく。また、安全・安心・防犯に配慮しなが

ら、現状の使われ方や、公園の形状や地形的な特色を活かした利活用の方

法を考えていく。そのためには、地域でどのような公園にしたいかを話し

合う機会を設け、地域のニーズの把握や意見集約に努める。 

・ボール遊び、バーベキュー、花火等の禁止など、公園利用のルールは禁止

事項の列挙にとどまっており、利用促進を視野に入れた明確なルールは存

在しない。また、同じ行為であっても、周辺住民の理解が得られる場合と

そうでない場合があり、公園によって様々な暗黙のルールが存在している。

そのため、みんなが利用しやすい公園運営を地域で考えることにより、地

域の公園であるとの意識を高め、自分達で責任を持ってお互いに納得しや

すい利用のできるローカルルールづくりをめざす。 

 

 

  地域に即した利活用やローカルルールづくりをするため、公園ミーティ

ングや住民アンケートなどの地域ニーズを的確に把握する手法を地域ご

とに確立する。市は、そのための支援を行っていく。 

・公園ミーティングへの支援 

・地域へのアドバイザー・コーディネーターの派遣 

 

 

  
公園ミーティング 

公園に関わる様々な人たち(美緑花ボランティア、子育てグループ、老人会、婦

人会、スポーツ団体等)が身近な公園の活用について話し合ったり、活動を通じて

交流を深め、公園を地域のコミュニティづくり、まちづくりの拠点にしていく活動 
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【管理・運営について】 

・管理・運営では、美緑花ボランティアのメンバーが高齢化してきており、

メンバーの負担が大きく活動を継続できなくなる団体のケースが見受けら

れる。また、美緑花ボランティアが結成されていない公園は、管理が不十

分で、一般的に地域の関心は低く、利用者も少ない傾向にある。 

・美緑花ボランティアのステップアップを図るため、地域の高齢者や地域外

のやる気のある人など、新たな人材の確保・育成が必要である。また、人

材の確保・育成の観点から、日常的な運営主体になれなくても、イベント

実施時に臨時で運営を手伝うなど公園に関わる多様な人材を増やすことが

必要であり、多様なニーズに対応するため、他分野や他施設との連携を検

討していく必要がある。 

 

 

 

 美緑花ボランティアを中心に、地域における公園マネジメント力の向上を

図っていく。 

・市による公園マネジメントの支援 

・市の新たな助成(金)内容の検討 

・公園管理者への“ボランティアポイント制度”の導入の検討 

※例えば、敬老パスの入金（チャージ）に反映させるとか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公園マネジメント（協働と参画のもとでの公園の運営） 

これまでの「まもる（管理）」と「使いこなす（利活用）」の両方をつなぐものとし

て、以下の要素をすべて包含するものである。 

○ 植栽やフェンス、遊具、トイレ等の建築物などの物的管理 

○ 公園で管理運営に携わっている人々（プレーヤー；美緑花ボランティア、自治

会、婦人会、老人会、子ども会、ＮＰＯ、民間事業者、外郭団体、行政など）

が多様化してきた中で管理運営主体を誰が担うか 

○ 公園を利活用していくためのルールをどのように設定していくか 

○ マネジメントを進める組織をどのようにつくっていくか 

○ 運営手法をどのようにしていくか 

ボランティアポイント制度 

市町村が指定するボランティア活動を行ったときにポイントを付与し、当該ポイ

ントを商品券等に交換する制度（事例：奈良市、門真市） 
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【情報提供等による利活用の向上について】 

・市民が、地域にある身近な公園について知りたいと思っても、その情報が

すぐに手軽に的確にわかる方法がない。 

・美緑花ボランティアによる照明灯の球切れや遊具の傷みの通報により市が

行った対応結果や、美緑花ボランティアによる清掃、樹木への水やりなど

の管理状況について、一般市民が知ることは難しい。 

→安全で利用しやすい公園であるのかどうかの情報が入手しにくい。 

・公園利用者の意見や要望を、適時、気軽に迅速に聞く手段がほとんどない。 

 

 

 

 

 

 市は、神奈川県、名古屋市、豊中市等で導入されているスマホアプリ（p98

～101 参照）を活用した公園情報の提供を検討する。 

・市が保有するオープンデータ（住所、面積、設備等の公園情報）の

提供。 

・各公園の公園マネジメント状況（清掃、水やり、公園ミーティング

の模様等）の情報公開。 

・照明灯の球切れや公園施設の破損等の通報とその対応結果の情報公

開。 

・公園利用者や管理者等の意見を随時受付け、写真やコメントの情報

公開。 
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資料編 
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資料１．「市民ガーデン建設プロセスのわかる・小諸市のニュースレター」 
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資料２．公園情報アプリ PARKFUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：名古屋市 HP よりダウンロード（㈱コトラボ制作）
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出典：名古屋市 HP よりダウンロード（㈱コトラボ制作）



128 

資料３ 調布市公園・緑地機能再編指針（概要版） 
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